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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
６
月

６
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受
け
た

執
行
部
提
出
議
案
４
件
（
分
割
付
託

２
件
を
含
む
）
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
ち
づ
く
り
支
援
基
金
積
立
金　
24

万
２
千
円
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
ふ

る
さ
と
寄
付
金
と
自
動
販
売
機
の
売

り
上
げ
の　

％
を
積
み
立
て
て
い
る

20

が
、　

万
円
の
予
算
に
対
し
、
実
績

85

が　

万
７
、
２
３
８
円
だ
っ
た
た
め

60
減
額
す
る
も
の
。
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自
動
販
売
機
分
は　

万
円
前
後

40

と
予
測
さ
れ
る
が
、
ふ
る
さ
と
寄
付

金
は
、
年
度
ご
と
に
増
減
が
あ
る
の

で
、
今
後
ど
う
推
移
す
る
か
分
か
ら

な
い
。
現
在
の
積
立
金
の
額
は
１
９

１
万
８
、
１
１
７
円
。

　

文
化
財
保
護
費　

万
５
千
円
の
減

99

額
に
つ
い
て
は
、
緊
急
雇
用
創
出
事
業

で
あ
る
歩
道
案
内
表
示
設
置
事
業
の

基
本
計
画
策
定
業
務
委
託
の
入
札
残
。
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平
成　

年
度
は
、
基
本
計
画
策

22

定
と
い
う
こ
と
で
ど
の
路
線
に
す
る

か
を
計
画
し
、
地
元
区
長
を
は
じ
め

関
係
者
に
説
明
を
行
っ
た
。
平
成　
23

年
度
は
具
体
的
な
表
示
方
法
を
作
っ

て
い
く
。

　

特
別
支
援
教
育
総
合
推
進
事
業　
56

万
４
千
円
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
発

達
障
害
を
含
む
す
べ
て
の
幼
児
・
児

童
・
生
徒
の
特
別
支
援
教
育
を
総
合

的
に
推
進
す
る
た
め
、
福
岡
県
が
文

部
科
学
省
の
委
託
を
受
け
て
お
り
、

そ
の
推
進
地
域
の
一
つ
に
小
郡
市
が

指
定
を
受
け
た
た
め
の
も
の
。
内
容

と
し
て
は
、
特
別
支
援
教
育
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
謝
金　

万
円
と
消
耗
品
費
４

52

万
４
千
円
。
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障
害
が
あ
る
幼
児
・
児
童
・
生

徒
の
自
立
や
社
会
参
加
に
向
け
た
主

体
的
な
取
り
組
み
を
支
援
す
る
視
点

に
立
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的

ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
の
持
て
る
力

を
高
め
、
生
活
や
学
習
上
の
困
難
を

改
善
、
克
服
す
る
た
め
、
適
切
な
指

導
及
び
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
。

　

道
徳
教
育
総
合
支
援
事
業　

万
円

40

の
増
額
に
つ
い
て
は
、
道
徳
教
育
の

質
の
向
上
と
充
実
を
図
り
、
児
童
の

道
徳
性
を
養
う
と
共
に
県
の
道
徳
教

育
の
課
題
に
応
じ
た
取
り
組
み
を
推

進
す
る
た
め
の
事
業
で
、
そ
の
推
進

校
に
東
野
小
学
校
が
指
定
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
。
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外
部
講
師
を
活
用
し
た
様
々
な

指
導
方
法
の
実
践
的
研
究
等
に
な
る

と
思
う
。
現
時
点
で
は
今
年
度
が
認

め
ら
れ
た
と
い
う
状
況
な
の
で
、
平
成

　

年
度
以
降
も
引
き
続
き
指
定
を
受

２４け
ら
れ
る
よ
う
要
望
し
て
い
き
た
い
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
６
月

７
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受
け
た

執
行
部
提
出
議
案
７
件
（
分
割
付
託

２
件
を
含
む
）
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
事

22

業
特
別
会
計
は
、
約
７
、
６
０
０
万

円
の
黒
字
に
な
っ
た
が
、
以
前
か
ら

の
赤
字
分
が
あ
る
た
め
、
平
成　

年
23

度
か
ら
、
４
億
５
、
１
２
３
万
円
を

繰
り
上
げ
充
用
す
る
も
の
。
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医
療
費
も
伸
び
て
い
る
が
、
歳

出
よ
り
歳
入
が
伸
び
て
き
た
と
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
。
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一
つ
は
調
整
交
付
金
の
伸
び
が

あ
る
が
、
税
収
の
伸
び
等
、
特
定
で

き
る
も
の
は
な
い
。
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今
後
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
の

伸
び
や
調
整
交
付
金
等
が
ど
う
な
る

の
か
読
め
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
。
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保
険
証
の
短
期
医
療
証
を
交
付

す
る
場
合
や
滞
納
者
に
通
知
を
出
す

場
合
等
は
、
お
互
い
連
携
を
取
っ
て
、

収
納
率
向
上
の
た
め
に
対
応
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
滞
納
者
の
一
部
入
金

の
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
３
ヶ
月
の

保
険
証
を
出
し
て
い
た
も
の
を
半
年

に
延
ば
す
等
、
収
納
状
況
等
を
基
に

協
議
を
し
て
対
応
し
て
い
る
。
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本
年
５
月　

日
現
在
で　

・　

27

91

59

％
の
徴
収
率
に
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｒ

に
つ
い
て
は
、
督
促
手
数
料
や
延
滞

金
の
率
等
を
市
収
納
課
の
Ｈ
Ｐ
や
納

付
書
等
の
裏
に
記
載
し
て
い
る
が
、

今
後
、
実
例
を
記
載
す
る
等
市
民
に

分
か
り
や
す
い
啓
発
を
実
施
し
て
い

き
た
い
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
６
月

８
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受
け
た

執
行
部
提
出
議
案
５
件
（
分
割
付
託

２
件
を
含
む
） 
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

若
山
堤
整
備
基
金
積
立
金
百
万
円

の
増
額
に
つ
い
て
は
、
一
千
万
円
の

寄
付
を
予
定
し
て
い
た
が
、
一
千
百

万
円
の
寄
付
が
あ
っ
た
た
め
の
も
の
。
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若
山
堤
の
水
利
組
合
の
解
散
に

伴
い
、
総
会
で
最
終
的
な
金
額
が
確

定
し
、
余
剰
金
が
百
万
円
発
生
し
た

た
め
、
追
加
寄
付
を
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
た
。

　

自
治
会
バ
ス
管
理
費　

万
円
の
増

43

額
に
つ
い
て
は
、
美
鈴
が
丘
及
び
希

み
が
丘
の
住
人
を
対
象
に
し
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
自
治
会
バ
ス
の
運

行
に
関
す
る
も
の
。
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
送
迎
行

為
を
行
う
場
合
は
、
道
路
運
送
法
上

の
登
録
が
必
要
で
あ
り
、
道
路
運
送

法
第　

条
の
許
可
を
要
し
な
い
運
送

79

に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
事
業
と
し

て
、
市
町
村
が
保
有
す
る
自
動
車
に

よ
り
送
迎
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

費
用
が
全
額
市
町
村
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
、
利
用
者
に
負
担
を
求
め
な
い
場

合
に
限
る
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
無

償
運
行
を
行
っ
て
い
る
が
、
９
月
に

県
に
特
区
申
請
を
行
う
予
定
で
、
認

め
ら
れ
れ
ば
、
来
年
４
月
よ
り
有
償

運
行
の
事
業
に
取
り
組
む
予
定
。

　

県
道
鳥
栖
・
朝
倉
バ
イ
パ
ス
事
業
に

伴
う
取
り
付
け
道
路
の
認
定
及
び
路

線
の
変
更
で
、
今
年
度
施
行
す
る
宝
満

川
堤
防
敷
は
、
国
土
交
通
省
の
占
用
許

可
が
必
要
で
あ
り
、
市
道
で
あ
る
こ

と
が
そ
の
許
可
条
件
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
今
回
認
定
を
行
う
も
の
。
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道
路
台
帳
の
整
備
、
作
成
等
が

あ
る
の
で
、
基
本
的
に
は
毎
年
３
月

に
認
定
し
て
い
る
が
、
今
回
の
よ
う

に
必
要
が
あ
れ
ば
、
３
月
以
外
に
認

定
す
る
場
合
も
あ
る
。
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道
路
の
新
設
や
拡
張
に
よ
る
道

路
保
険
の
加
入
に
つ
い
て
は
、
市
道

認
定
後
に
行
っ
て
い
る
。
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地
方
税
法
の
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
が
平
成　

年
４
月
１
日

23

に
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
国
民

健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
を
改
正

す
る
も
の
。
医
療
費
分
を　

万
円
か

50

ら　

万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
分

51
を　

万
円
か
ら　

万
円
、
介
護
納
付

13

14

金
分
を　

万
円
か
ら　

万
円
に
引
き

10

12

上
げ
る
も
の
。
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平
成　

年　

月
か
ら
平
成　

年
３

21

10

23

月
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
出

産
育
児
一
時
金
の
額
を　

万
円
か
ら

35

　

万
円
に
引
き
上
げ
て
い
た
も
の
を
、

39恒
久
的
に
実
施
す
る
た
め
に
改
正
す

る
も
の
。
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地
方
税
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
平
成　

年
４
月
に
公
付
・
施
行
さ

23

れ
た
こ
と
に
よ
る
次
の
２
点
の
改
正
。

①
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
住
宅
や
家

財
等
に
損
失
を
受
け
た
場
合
、
そ
の

損
失
額
を
、
平
成　

年
度
分
の
総
所

22

得
金
額
等
か
ら
控
除
で
き
る
。
②
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
、
住
宅
借
入
等

特
別
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
て
い

た
住
宅
が
居
住
出
来
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
、
残
り
の
控
除
対
象
期
間
に
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